
（

）

10月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

１０
３１
水水曜日曜日

　
「
い
き
な
り
差
し
押
さ
え
さ
れ
た
。
ひ
ど
い

で
は
な
い
か
。」と
言
わ
れ
る
方
が
い
ま
す
。

　

税
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
た

だ
く
も
の
で
す
。
地
方
税
法
に
は
、
督
促
状

を
発
送
し
た
日
か
ら
11
日
を
経
過
す
れ
ば
、

滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
督
促
状
発
送
後
も
原
則
催
告
書

や
差
押
予
告
通
知
書
を
発
送
し
、
差
し
押
さ

え
を
執
行
し
て
い
ま
す
。
納
付
で
お
困
り
の

方
は
納
付
相
談
も
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
を

 

振
り
込
み
ま
す

町
内
水
源
か
ら
放
射
性
物
質

は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た

10
月
１
日
は
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
更
新
日
で
す

お
知
ら
せ

北
小
ふ
ん
か
祭
開
催

　

６
月
分
か
ら
９
月
分
ま
で
の
児
童

手
当
を
10
月
10
日（
水
）に
指
定
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。受
給
者
の
皆

さ
ま
は
、入
金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

﹇
支
給
額（
１
人
当
た
り
月
額
）﹈

《
３
歳
未
満
》

一
律  

 

１
５
、０
０
０
円

《
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
》

第
１
・
２
子  

 

１
０
、０
０
０
円

第
３
子
以
降  

 

１
５
、０
０
０
円

《
中
学
生
》

一
律  

 

１
０
、０
０
０
円

※ 

６
月
分
よ
り
所
得
制
限
額
を
超

え
る
世
帯
に
つ
き
ま
し
て
は
、

一
律
５
、０
０
０
円
の
支
給
と

な
り
ま
す（
基
準
額
…
年
収
９

６
０
万
円《
夫
婦
・
子
ど
も
２
人

の
４
人
世
帯
の
場
合
》）。

　

お
子
さ
ま
の
誕
生
や
、
中
学
生

以
下
の
お
子
さ
ま
が
い
る
世
帯
で

転
入
し
た
場
合
、
児
童
手
当
の
該

当
に
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
を

忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係　
（
内
線
74
）

　

福
島
第
１
原
子
力
発
電
事
故
に

伴
う
放
射
能
漏
れ
に
よ
る
町
内
水

源（
寺
沢
水
源
地
、蟻
ヶ
沢
水
源
地
）

へ
の
影
響
に
つ
い
て
、８
月
28
日
に

専
門
機
関
に
分
析
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、原
水
お
よ
び
浄
水
と
も
に
、

「
ヨ
ウ
素
１
３
１
」、「
セ
シ
ウ
ム

１
３
４
」、「
セ
シ
ウ
ム
１
３
７
」の

検
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

（
検
出
下
限
値：１
ベ
ク
レ
ル/

㎏
）。

　

事
故
発
生
以
来
、
当
町
で
は
今

回
を
含
め
６
回
の
検
査
を
行
い
、

い
ず
れ
も
放
射
性
物
質
は
不
検
出

で
し
た
が
、
当
面
は
お
お
む
ね

３
ヵ
月
に
１
度
、
検
査
を
続
け
て

い
き
ま
す
。

　

今
後
も
町
営
水
道
の
水
質
管
理

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
安

心
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
検
査
結
果
に
つ
い
て
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
上
下
水
道
工
務
係

 

（
内
線
48
）

　

10
月
１
日（
月
）か
ら
は
、
今
回

送
付
し
ま
し
た
新
し
い
保
険
証
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
特
定
記
録

郵
便
で
９
月
中
旬
に
世
帯
主
さ
ま

あ
て
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
ご
使
用
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

は
、
有
効
期
限
が
９
月
30
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
期
限

が
き
ま
し
た
ら
、
破
棄
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
新
し
い
保
険
証
】

● 

一
般
の
保
険
証
は
う
ぐ
い
す
色

で
す
。

● 

退
職
の
保
険
証
は
オ
レ
ン
ジ
色

で
す
。

一
人
ひ
と
り
の
個
人
カ
ー
ド
に
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

　

今
年
で
、
９
回
目
を
迎
え
ま
す

〝
北
小
ふ
ん
か
祭
〞

　

模
擬
店
や
バ
ザ
ー
、体
験
型
イ
ベ

ン
ト
と
盛
り
だ
く
さ
ん
の
企
画
で

皆
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

　

地
域
の
皆
さ
ま
、
ご
近
所
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
遊
び
に
来

て
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】

　

10
月
20
日（
土
）

　

午
前
11
時
30
分
〜

 

午
後
２
時
30
分

【
場　

所
】

　

北
小
学
校

【
駐
車
場
】

　

北
小
学
校
校
庭
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
主　

催
】

　

北
小
ふ
ん
か
祭
実
行
委
員
会

※ 

ご
み
の
持
ち
帰
り
に
ご
協
力
お

願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

 

北
小
学
校（
32
）２
０
６
９

町県民税（３期分）

町営住宅使用料（10月分）

国民健康保険税（５期分）
後期高齢者医療保険料（４期分）

上水道使用料（10月期分）
大口9月使用分、一般8・9月使用分

下水道使用料（10月期分）
大口9月使用分、一般8・9月使用分、町営水道区域
　　 　　　　　一般6・7月使用分　佐久水道区域

介護保険料（４期分）
保育料（10月分）

農集排使用料（10月期分）
6・7月使用分

個別排水使用料（10月期分）
8・9月使用分

滞
納
は
許
し
ま
せ
ん

滞
納
は
許
し
ま
せ
ん
!!!!

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり1010月号 月号 （（88））　　



（広告欄）

「
に
こ
に
こ
広
場
」

の
開
催
に
つ
い
て

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
決
定
等
に
つ
い

て
の
説
明
会
の
開
催

お
知
ら
せ

秋
の
行
政
相
談
週
間

　

未
就
学
児
の
い
る
ご
家
庭
の
皆

さ
ま
に
、
保
育
園
の
様
子
を
見
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
園
開
放
を
実

施
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
保
育
園
へ
遊
び
に
い

ら
し
て
く
だ
さ
い
。

【
開
催
日
・
内
容
】

　

10
月
18
日（
木
）

　

● 

保
育
園
の
お
友
だ
ち
と
散
歩

に
行
こ
う

【
受
付
時
間
・
場
所
】

　

午
前
９
時
30
分
〜
45
分

　

や
ま
ゆ
り
・
雪
窓
各
保
育
園
の

正
面
玄
関
入
口

【
開
始
時
間
】

　

午
前
10
時（
時
間
に
な
る
ま
で

園
内
を
自
由
に
見
た
り
、
ホ
ー
ル

の
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
で
く
だ
さ
い
）

【
終
了
時
間
】

　

午
前
11
時
ご
ろ

【
持
ち
物
】

　

● 

親
子
の
上
は
き（
お
子
さ
ま

は
靴
で
お
願
い
し
ま
す
）

　

● 

帽
子

　

● 

飲
み
物

　
　
（
お
茶
な
ど
甘
く
な
い
も
の
）

　

● 

着
替
え

　

● 

タ
オ
ル

問
い
合
わ
せ
先

や
ま
ゆ
り
保
育
園（
32
）２
４
３
６

雪
窓
保
育
園 

（
32
）４
１
６
６

　

10
月
15
日（
月
）〜
21
日（
日
）ま

で
秋
の
行
政
相
談
週
間
で
す
。

　
『
行
政
相
談
』と
は
、
住
民
の
皆

さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
や
意

見
・
要
望
に
つ
い
て
、
相
手
行
政

機
関
に
対
し
て
、
公
平
・
中
立
の

立
場
か
ら
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を
行

い
、
苦
情
の
解
決
を
図
っ
た
り
、

皆
さ
ま
の
声
を
行
政
運
営
の
改
善

に
生
か
し
た
り
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
住
民
の
皆
さ
ま
の
身

近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
総
務
大

臣
か
ら
行
政
相
談
委
員
が
委
嘱
さ

れ
、
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

御
代
田
町
を
担
当
し
て
い
る
行

政
相
談
委
員
は
、
柳
澤
政
安
さ
ん

で
す
。

　

道
路
、
登
記
、
農
地
転
用
、
年

金
、
郵
便
な
ど
、
役
所
の
仕
事
に

つ
い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
に

応
じ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

　

長
野
県
で
は
、
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
の

方
針
）に
つ
い
て
、
計
画
策
定
時

の
目
標
年
次
を
迎
え
た
た
め
、
随

時
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

「
佐
久
都
市
計
画　

都
市
計
画
区

域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」に
つ
い
て

も
、
こ
れ
か
ら
変
更
す
る
予
定
で

す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
町
民
の

皆
さ
ま
を
対
象
に
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

【
説
明
内
容
】

　

佐
久
都
市
計
画　

都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
の

方
針（
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
）の
変
更

【
開
催
日
時
】

　

10
月
17
日（
水
）

　
　

午
後
７
時
〜
８
時

【
会　
　

場
】

　

役
場
大
会
議
室

　

※ 

参
加
を
希
望
す
る
方
は
、直
接

会
場
に
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
建
設
事
務
所

　

 

整
備
課
計
画
調
査
係

 

０
２
６
７（
82
）８
２
７
２

　

町
建
設
課
都
市
計
画
係

 

（
内
線
75
）

10
月
の
相
談
日

【
日　

時
】　

10
月
15
日（
月
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

【
場　

所
】　

ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た

【
行
政
相
談
委
員
】

　

柳
澤
政
安
さ
ん（
向
原
区
）

　

自
宅
電
話
番
号（
32
）６
５
１
５

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

ま
た
、
御
代
田
町
で
は
行
政
相

談
の
ほ
か
、
心
配
ご
と
相
談
、
人

権
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ご

利
用
く
だ
さ
い
。
当
町
で
は
次
の

と
お
り
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

【
相
談
日（
毎
月
）】

５
日　

人
権
相
談・心
配
ご
と
相
談

15
日　

行
政
相
談・心
配
ご
と
相
談

25
日　

心
配
ご
と
相
談

【
時　

間
】　

午
前
９
時
〜
正
午

【
場　

所
】　

ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た 

問
い
合
わ
せ
先

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

 

（
32
）１
１
０
０

10
月
１
日
は「
土
地
の
日
」、10
月
は
土
地
月
間
で
す
。

土
地
は
国
民
の
限
ら
れ
た
資
源
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
た
め
、
明

日
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
に
も
土
地
の
有
効
活
用
が
大
切
で
す
。
こ
の

機
会
に
、
土
地
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財
政
課
企
画
係（
内
線
52
・
54
）

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり1010月号月号


